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EP特許出願の権利回復において出願人があらゆる相当の注意を払った 

と認定されるのはどのような場合かが示された最近の EPO審決 
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１. はじめに 

 EPC121(1) が規定する手続の続行の請求期間である 2ヶ月を徒過した場合には、権利喪失に

関する通知（Rule 135(1)）を EPOから受領しますが、最早、EPC121(1)下での救済を受ける

ことはできません。このような場合、「あらゆる相当の注意（"all due care"）」を払ったにもか

かわらず期限徒過してしまったと認められた場合には、EPC122 下の権利の回復による救済の

余地があります。 

 

審決例による基準によれば、上記の「あらゆる相当の注意（"all due care"）」を払ったにもか

かわらず期限徒過してしまったと認められるためには、過誤が、例外的な状況のために生じたか、

あるいは通常であれば十分に機能する監視システムにおける例外的な過誤であることを要しま

す。 

 

最近、ドーケティング・システムへのデータ入力に関する審決が EPO審判部によってくださ

れました。以下に、本件の詳細について説明します。 
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